
中小企業資金会計

中小企業資金会計歳入歳出補正予算事項別明細書

 1 総 括

(歳 入)

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 中 小 企 業 資 金 収 入 4,153,967 △749,808 3,404,159

(歳 出)

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国庫支出金 県 債 その他
繰越金

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 中小企業資金 4,153,967 △749,808 3,404,159  －  － △723,376 △26,432

(173)



 2 歳 入

 1款 中小企業資金収入 1項 貸付金収入

目 補正前の額 補正額 計
節

区 分 金 額
説 明

千円 千円 千円 千円 千円

1 貸付金返納 1,871,733 △723,376 1,148,357 1
中小企業高

△723,376度化資金貸
付金返納

 1款 中小企業資金収入 3項 繰越金

目 補正前の額 補正額 計
節

区 分 金 額
説 明

千円 千円 千円 千円 千円

1 繰越金 1,199,926 △26,432 1,173,494

中小企業資金会計

(174)



 3 歳 出

 1款 中小企業資金 3項 事務費

目 予算額
補正額の
財源内訳

節

区 分 金 額
説 明

千円 千円 千円 千円

2 諸費 (補正前の額) (繰越金) 23
償還金、利

△15,593 小規模企業者等設備導入資金事業償
599,882 △15,593

子及び割引
還金

(補 正 額)

料

△15,593

( 計 )

584,289

事務費計
(補正前の額) (繰越金)

621,060 △15,593

(補 正 額)

△15,593

( 計 )

605,467

 1款 中小企業資金 4項 繰出金

目 予算額
補正額の
財源内訳

節

区 分 金 額
説 明

千円 千円 千円 千円

1
一般会計繰 (補正前の額) (貸付金収入) 28繰出金 △176,310出金

1,039,205 △165,471

(補 正 額) (繰越金)

△176,310 △10,839

( 計 )

862,895

 1款 中小企業資金 5項 公債費

目 予算額
補正額の
財源内訳

節

区 分 金 額
説 明

千円 千円 千円 千円

1 元金 (補正前の額) (貸付金収入) 23
償還金、利

△557,905
1,375,384 △557,905

子及び割引

(補 正 額)

料

△557,905

( 計 )

817,479

公債費計
(補正前の額) (貸付金収入)

1,428,401 △557,905

(補 正 額)

△557,905

( 計 )

870,496

中小企業資金会計

(175)



中小企業資金会計

当該年度中元

前年度末現在
高 見 込 額

当 該 年 度 末
現在高見込額

前 前 年 度 末
現 在 高

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み

区      　　　　  分
当 該 年 度 中

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

千円 千円 千円 千円 千円

500,000          1,375,384        

-                    △557,905       

500,000          817,479          

当該年度中元
金償還見込額

高 見 込 額 現在高見込額現 在 高

補正前の額

当 該 年 度 中
起 債 見 込 額

補正前の額

補　正　額
13,993,836      

計

15,699,429 14,311,315
中 小 企 業 資 金 会 計

500,000          1,375,384        

-                    △557,905       

500,000          817,479          

500,000          1,375,384        

-                    △557,905       

 １ そ の 他
14,311,31515,699,429

15,699,429
補　正　額

補正前の額

(1) 枠 外 債

補　正　額

14,311,315

補正前の額

計

13,993,836      

13,993,836      

500,000          817,479          
計

(176)




